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鴨川市教育委員会の点検と評価について

平成 19年度の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、
平成 20年４月１日から、すべての教育委員会は、毎年、その権限に属する事務
の管理及び執務の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書
を作成し、議会に提出するとともに、公表しなければならないとされた。
これを受けて、鴨川市教育委員会は「第２次鴨川市基本構想 鴨川市第３次

５か年計画」を基に平成 28 年３月に第２期鴨川市教育振興計画（平成 28 ～ 32 年
度）を策定している。このたび、平成 29 年度教育行政に関する自己点検・評価及
び報告を行う。

鴨川市教育委員会教育長 月岡 正美
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